
　
こ
の
調
査
は
、
住
生
活
に
関
す

る
最
も
基
本
的
で
重
要
な
調
査
で
、

全
国
約
３
７
０
万
世
帯
・
県
内
約

6
万
3
千
世
帯
の
方
々
を
対
象
と

し
た
最
大
規
模
の
標
本
調
査
で
す
。

　
調
査
世
帯
と
な
る
お
宅
に
は
、

9
月
15
日(

土)

か
ら
統
計
調
査
員

が
調
査
書
類
を
配
布
い
た
し
ま
す
。

調
査
へ
の
回
答
は
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
な
ど

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
利
用
で
き

ま
す
。
調
査
に
よ
り
集
め
ら
れ
た

調
査
票
の
記
入
内
容
は
、
統
計
法

に
よ
っ
て
厳
重
に
保
護
さ
れ
ま
す

の
で
、
安
心
し
て
あ
り
の
ま
ま
を

ご
回
答
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

県
庁
統
計
課　

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
４
８
２

２
０
１
８
か
ご
し
ま
の
新
特
産

品
コ
ン
ク
ー
ル
出
品
商
品
募
集

　

当
コ
ン
ク
ー
ル
は
多
様
化
す

る
消
費
者
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た

「
売
れ
る
商
品
づ
く
り
」を
促
進
し
、

活
力
あ
る
地
場
産
業
の
育
成
・
振

興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
今
回
は
２
０
２
０
年
の

「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
」
お
よ
び「
燃
ゆ
る
感

　
平
成
30
年
4
月
分
か
ら
平
成
31

年
3
月
分
ま
で
の
国
民
年
金
保
険

料
は
、
月
額
１
６
、３
４
０
円
で

す
。
保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、

金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

●
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年

金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
方

に
対
す
る「
電
話
や
文
書
、
戸
別

訪
問
に
よ
る
納
付
案
内
と
免
除
・

猶
予
制
度
の
申
請
手
続
き
の
案
内
、

そ
の
他
口
座
振
替
等
の
案
内
」に

つ
い
て
民
間
委
託
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
事
業
の
民
間
委
託
を
通
じ
、
被

保
険
者
の
方
に
年
金
制
度
に
つ
い

て
の
ご
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
保
険
料
の
納
め
忘
れ

に
よ
る
低
額
年
金
者
や
無
年
金
者

を
少
な
く
す
る
た
め
に
民
間
へ
の

委
託
を
行
っ
て
い
ま
す
。

（
受
託
事
業
者
は「
日
立
ト
リ
プ

ル
ウ
ィ
ン
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
印
刷
共
同
企

業
体
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
受
託

事
業
者
が
お
客
様
か
ら
保
険
料
を

お
預
か
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。）

●
未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
と
、

強
制
徴
収
の
手
続
き
に
よ
っ
て
督

促
を
行
い
、
指
定
さ
れ
た
期
限
ま

で
に
納
付
が
な
い
場
合
は
、
延
滞

金
が
課
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
納

付
義
務
の
あ
る
方（
納
付
義
務
者

は
、
被
保
険
者
本
人
、
連
帯
し
て

納
付
す
る
義
務
を
負
う
配
偶
者
及

び
世
帯
主
で
す
。）の
財
産
を
差
し

押
さ
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

早
め
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
法
律
改
正
に
よ
る
時
限
措
置
と

し
て
、
過
去
5
年
以
内
に
納
め
忘

れ
た
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
が
で
き
る「
後
納
制
度
」

が
平
成
27
年
10
月
か
ら
平
成
30
年

9
月
ま
で
の
3
年
間
に
限
り
実
施

さ
れ
て
い
ま
す
。
納
付
期
限
が
せ

ま
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
機
会
の
拡
大
を
図
り
、

無
年
金
・
低
年
金
を
防
止
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

＊
5
年
後
納
制
度
を
利
用
す
る
に

は
、「
国
民
年
金
後
納
保
険
料
納

付
申
込
書
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
年
金
事
務
所
ま
た
は
、

役
場
年
金
係
り
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

自
然
災
害
に
よ
る
税
の
減
免

制
度
に
つ
い
て

　

風
水
害
・
震
災
・
火
災
な
ど
の

災
害
に
よ
っ
て
住
宅
な
ど
の
財
産

に
損
害
を
受
け
た
場
合
は
、
損
害

の
程
度
に
応
じ
て
県
税(

個
人
事

業
税
、
自
動
車
税
、
不
動
産
取
得

税
、
産
業
廃
棄
物
税
、
個
人
県
民

税)

の
減
免
や
納
付
期
限
の
延
長

な
ど
の
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
措
置
を
受
け
る
に
は
、

損
害
金
額
が
事
業
用
資
産
の
価
額

の
2
分
の
1
以
上
で
あ
る
な
ど
一

定
の
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

し
く
は
最
寄
り
の
地
域
振
興
局
な

ど
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

大
隅
地
域
振
興
局
県
税
課     　

☎
０
９
９
４
‐
52
‐
２
０
９
８

「
男
女
共
同
参
画
基
礎
講
座
in
鹿

屋
」の
受
講
者
を
募
集
し
ま
す

　
県
で
は
、
男
女
共
同
参
画
の
基

年金だより　

国民年金保険料は
納付期限までに納めましょう

住 民 税 務 課　☎ 0994-22-3039
住 民 生 活 課　☎ 0994-25-2511
鹿屋年金事務所　☎ 0994-42-5121

お
知
ら
せ

礎
知
識
や
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
男

女
共
同
参
画
の
理
解
を
広
め
る
た

め
の
手
法
を
学
ぶ
標
記
講
座
を
開

講
し
ま
す
。

　
多
く
の
皆
様
の
お
申
し
込
み
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

●
日
時

9
月
22
日(

土)　
午
前
10
時
～

午
後
4
時

9
月
29
日(

土)　
午
前
10
時
～

午
後
4
時

※
2
回
講
座
で
す
。

⃝

場
所　

リ
ナ
シ
テ
ィ
か
の
や　

情
報
研
修
室

⃝

参
加
費　
無
料

⃝

募
集
期
間　
9
月
15
日(

土)

ま

で※
申
し
込
み
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

下
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

(

か
ご
し
ま
県
民
交
流
セ
ン
タ
ー

男
女
共
同
参
画
推
進
課)

☎
０
９
９
‐
２
２
１
‐
６
６
０
３

平
成
30
年
住
宅
・
土
地
統
計

調
査
実
施
の
お
知
ら
せ

　

総
務
省
統
計
局
・
鹿
児
島
県
・

市
町
村
で
は
、
10
月
1
日(

月)

現

在
で
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
を
実

施
し
ま
す
。
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